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一般社団法人 東京法人会連合会◎

　

〒１６０‐０００２東京都新宿区四谷坂町５番６号

　

全法連会館３階

　　　

一一

　

ＴＥＬ０３‐３３５７‐０７７１（ｆｔ）

令
和
３
年
度
事
業
計
画
等
を
審
議

　

ー
に

税
の
啓
発
活
動
な
ど
公
益
性
の
高
い

広
報
の
推
進
に
努
め
る　　 　 　　　　　　 　　

　

　　

　

　 　 　 　　 　 　 　

　　

．轡 も、テー、－

　　

両…ｒ「 変金峰な；篇
　　　

　　　

　　　

　

　　　　　　 　　　　　　

　　　

　

　

　

　　　　　　　　

　　　　　 　 　 　 　 　 　
　

　　　

令和３年度事業計画等を審議する広報委員会

　　　　　　

Ｔ

　

に

　

を

　

夕

　

し

　

Ｒ

　　　　　

広
報
委
員
会

　　

令
和
２
年
度

る
貼
第
２
回
広
報
委

め
峡
員
会
（加
藤
和

軌
隊
夫
委
員
長
・青

　

　　

梅
法
人
会
会

長
）
が
、
２
月
２
日
全
法
連
会
館
で
開
催

さ
れ
、
広
報
関
連
の
令
和
３
年
度
事
業
計

画
等
に
つ
い
て
の
審
議
や
法
人
会
の
広
報

活
動
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行
な
っ
た
。

　

令
和
３
年
度
事
業
計
画
で
は
、
「法
人

会
の
知
名
度
の
向
上
、
会
員
へ
の
会
活
動

の
周
知
、
会
員
増
強
の
た
め
の
広
報
活
動

の
充
実
」
と
と
も
に
、
「
一
般
に
対
し
て

の
税
の
啓
発
活
動
を
は
じ
め
と
す
る
公
益

性
の
高
い
広
報
の
推
進
に
努
め
る
」
と
し

て
い
る
。

　　　
　　
　

　

具
体
的
な
事
業
と
し
て
は
、
令
和
３
年

度
も
引
き
続
き

「税
を
考
え
る
週
間
」
や

「確
定
申
告
期
」
に
Ｊ
Ｒ
電
車
内
広
告
な

ど
の
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
た
広
報
や
、
ｅ

Ｉ
Ｔ
ａ
×
な
ど
の
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
、
パ

ブ
リ
シ
テ
ィ
活
動
な
ど
を
実
施
す
る
。

　

ま
た
、
令
和
２
年
度
に
お
い
て
は
、
コ

ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
活

　

　

　．をーぷ
　

　　　

　　

閲
』

．

用
を
図
り
、
東

京
国
税
局
の
協

力
で
作
成
し
た

決
算
法
人
説
明

会
の
動
画
や
、

税
制
講
演
会
な

ど
開
催
し
た
研

修
会
の
動
画
を

東
法
連
Ｈ
Ｐ
に

掲
載
し
た
。
さ

ら
に
、
コ
ロ
ナ

禍
で
の
各
単
位

会
の
事
業
実
施

状
況
に
つ
い

て
、
各
会
に
ア

ン
ケ
ー
ト
を
行
っ
た
・？
ス
で
、
東
法
連
Ｈ

Ｐ
に
掲
載
し
、
各
会
と
の
情
報
共
有
を
行

っ
た
。
令
和
３
年
度
に
お
い
て
も
、
従
来

以
上
に
Ｈ
Ｐ
を
活
用
し
た
各
種
広
報
施
策

を
実
施
し
、
法
人
会
の
Ｐ
Ｒ
、
単
位
会
と

の
情
報
共
有
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　　
　
　　　

委
員
か
ら
は
法
人
会
の
広
報
活
動
に
つ

い
て
様
々
な
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
。

　

「全
法
連
の
税
制
改
正
提
言
の
新
聞
全

面
意
見
広
告
は
効
果
が
高
か
っ
た
」、
「キ

ッ
ザ
ニ
ア
は
マ
ス
コ
ミ
に
取
り
上
げ
ら
れ

る
の
で
、
も
っ
と
法
人
会
名
が
出
る
よ
う

工
夫
し
た
い
」
、
「
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
シ
ス

テ
ム
の
登
録
者
、
回
答
者
を
増
や
す
に

は
、
コ
ロ
ナ
や
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
関
連
な

ど
、
マ
ス
コ
ミ
や
会
員
が
興
味
を
持
て
る

ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
う
こ
と
が
効
果
的
で
あ

る
」
、
「法
人
会
ポ
ス
タ
ー
は
、
本
業
に
プ

ラ
ス
に
な
る
等
、
法
人
会
の
メ
リ
ッ
ト
を

強
調
し
た
方
が
良
い
」、
「け
ん
た
グ
ッ
ズ

は
年
齢
層
の
低
い
人
向
け
の
デ
ザ
イ
ン
が

多
い
の
で
、
大
人
向
け
の
も
の
が
欲
し

い
」
等
。
こ
う
し
た
意
見
は
、
東
法
連
で

ま
と
め
た
う
え
、
全
法
連
に
要
望
と
し
て

伝
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

法人会は東京都の「地球温暖化対策報告書制度」を推進しています



」
法
人
税
関
係

　

－

■
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン

　

投
資
促
進
税
制
の
創
設

　　

青
色
申
告
法
人
が
事
業
適
応
計
画
に

　

つ
い
て
産
業
競
争
力
強
化
法
の
認
定
を

　

受
け
、令
和
５
年
３
月
３１
日
ま
で
に
事

　

業
適
応
計
画
の
実
施
の
た
め
の
ソ
フ
ト

　

ウ
エ
ア
等
の
新
設
・増
設
な
ど
を
し
た
場

　

合
に
、取
得
価
額
の
３０
％
の
特
別
償
却

　

か
取
得
価
額
の
３
％
の
税
額
控
除
が
認

　

め
ら
れ
ま
す
。
な
お
税
額
控
除
は
、グ

　

ル
ー
プ
外
の
事
業
者
と
デ
ー
タ
連
携
す

　

る
場
合
に
は
５
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま

　

す
。

■
研
究
開
発
税
制
の
見
直
し

　　

総
額
に
係
る
税
額
控
除
制
度
に
つ
い

　

て
は
、税
額
控
除
率
の
下
限
を
６
％
か

　

ら
２
％
に
引
き
下
げ
、上
限
を
１０
％
か

　

ら
１４
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

　

令
和
３
年
４
月
つ
日
か
ら
令
和
５
年

　

３
月
３１
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
事
業

　

年
度
の
う
ち
、基
準
年
度
に
比
較
し
て

　

売
上
が
２
％
以
上
減
少
し
、試
験
研
究

　

費
が
基
準
年
度
を
超
え
る
場
合
に
、控

　

除
税
額
に
つ
い
て
当
期
の
法
人
税
の

　

５
％
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

■
所
得
拡
大
税
制
の
見
直
し

　

青
色
申
告
法
人
が
令
和
３
年
４
月
１

　

日
か
ら
令
和
５
年
３
月
３１
日
ま
で
に
開

始
す
る
各
事
業
年
度
に
、新
規
雇
用
者

　

給
与
等
支
給
額
の
新
規
雇
用
者
比
較
給

与
等
支
給
額
に
対
す
る
増
加
割
合
が

２
％
以
上
の
場
合
、控
除
対
象
新
規
雇

　

用
者
給
与
等
支
給
額
の
１５
％
を
税
額
控

除
で
き
る
制
度
と
な
り
ま
す
。
な
お
、教

育
訓
練
費
の
増
加
割
合
が
２０
％
以
上
の

場
合
は
、控
除
対
象
新
規
雇
用
者
給
与

支
給
額
の
２０
％
ま
で
税
額
控
除
が
拡
大

　

さ
れ
ま
す
。

　

中
小
企
業
向
け
所
得
拡
大
税
制
は
、

増
加
割
合
１
・５
％
の
判
定
を
、継
続
雇

用
者
給
与
等
支
給
額
の
比
較
か
ら
、雇

用
者
給
与
等
支
給
額
で
の
比
較
へ
と
変

更
し
ま
す
。ま
た
、税
額
控
除
率
２５
％
に

な
る
か
否
か
の
判
定
に
つ
い
て
も
、継
続

雇
用
者
給
与
等
支
給
額
の
比
較
か
ら
、

雇
用
者
給
与
等
支
給
額
で
比
較
し
て
増

加
割
合
が
２
・５
％
以
上
か
否
か
の
判

定
を
行
い
ま
す
。

■
繰
越
欠
損
金
の
控
除
上
限
の
特
例
の
創
設

　

青
色
申
告
法
人
が
産
業
競
争
力
強
化

　

法
の
事
業
適
応
計
画
の
認
定
を
受
け
、

　

事
業
適
応
計
画
に
従
っ
て
事
業
適
応
を

　

実
施
す
る
者
の
適
用
事
業
年
度
に
、△ｎ

　

和
２
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
４
月

　

１
日
を
含
む
事
業
年
に
生
じ
た
欠
損
金

が
あ
る
場
合
に
は
、
欠
損
金
の
繰
越
控

　

除
前
の
所
得
の
金
額
の
範
囲
内
で
損
金

算
入
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
株
式
を
対
価
と
す
る
Ｍ
＆
Ａ
の
促
進

　

会
社
法
の
株
式
交
付
に
よ
り
、そ
の

有
す
る
株
式
を
譲
渡
し
、株
式
交
付
親

会
社
の
株
式
の
交
付
を
受
け
た
場
合
は
、

そ
の
譲
渡
し
た
株
式
の
譲
渡
損
益
を
繰

り
延
べ
る
こ
と
と
し
ま
す
。

■
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
に
向
け
た

投
資
促
進
税
制
の
創
設

　

青
色
申
告
法
人
が
産
業
競
争
力
強

化
法
の
中
長
期
環
境
適
応
計
画
に
つ
い

て
認
定
を
受
け
、令
和
６
年
３
月
３
１

日
ま
で
に
、
そ
の
計
画
に
記
載
さ
れ
た

中
長
期
環
境
適
応
生
産
性
向
上
設
備

　

（仮
称
）又
は
中
長
期
環
境
適
応
需
要
開

拓
製
□ｍ生
産
設
備
（仮
称
）を
取
得
し
た

場
合
に
、取
得
価
額
の
５０
％
の
特
別
償

却
、
あ
る
い
は
取
得
価
額
の
５
％
の
税

額
控
除
を
選
択
適
用
で
き
ま
す
。な
お
、

　

税
額
控
除
に
つ
い
て
は
、
温
室
効
果
ガ

　

ス
の
削
減
に
著
し
く
資
す
る
も
の
に
あ

　

た
っ
て
は
１０
％
に
控
除
額
が
拡
大
さ
れ

　

ま
す
。

■
中
小
企
業
向
け
税
制

　

中
小
企
業
者
等
の
法
人
税
の
軽
減
税

　

率
の
特
例
の
適
用
期
限
は
２
年
延
長
さ

　

れ
ま
す
。

　

中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て
、

　

①
不
動
産
業
、②
物
品
賃
貸
業
、③
料

　

亭
、バ
ー
、キ
ャ
バ
レ
ー
、ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ

　

そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
事
業
（生
活
衛

　

生
同
業
組
合
の
組
合
員
が
行
う
も
の
に

　

限
る
。
）を
指
定
事
業
に
加
え
て
、適
用

　

期
限
が
２
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。

一
所
得
税
・住
民
税
関
係
一

■
住
宅
□
１
ン
減
税
に
関
す
る
特
例
措
置

　

住
宅
□
ー
ン
減
税
に
つ
い
て
１３
年
間

　

利
用
で
き
る
特
例
が
、令
和
３
年
１
月

　

１
日
か
ら
令
和
４
年
１２
月
３１
日
ま
で
に

　

居
住
の
用
に
供
し
た
場
合
ま
で
延
長
さ

　

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

住
宅
の
床
面
積
が
４０
ｍ
以
上
５０
ｍ
未

満
の
住
宅
に
つ
い
て
も
、住
宅
□
ー
ン
減

税
の
特
例
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。た
だ
し
、１３
年
間
の
控
除
期
間
の

　

う
ち
、合
計
所
得
金
額
が
ｌ
ｏ
ｏ
ｏ
万

円
を
超
え
る
年
に
つ
い
て
は
、適
用
さ
れ

ま
せ
ん
。

■
同
族
会
社
が
発
行
し
た
社
債
の
利
子

　

同
族
会
社
が
発
行
し
た
社
債
の
利

子

・
償
還
金
に
つ
い
て
、
法
人
と
特

殊
の
関
係
の
あ
る
個
人
及
び
親
族
が

受
け
取
る
場
合
は
、
総
合
課
税
の
対

象
と
な
り
累
進
税
率
が
適
用
さ
れ
ま

す
。
令
和
３
年
４
月
Ｔ
日
以
後
に
受

け
取
る
も
の
か
ら
適
用
に
な
り
ま
す
。

自分のカラ ダと“がん”のこと、 ちょっとだけ考えてみませんか？

　　　　　　　　　

■

罵瀦建ニュース ２０２１年（令和３年）２・３月号



◎

■
短
期
退
職
手
当
等

　　

退
職
手
当
の
う
ち
、勤
続
年
数
が
５
年

　

以
下
で
あ
る
者
が
受
け
る
も
の
で
、特
定

　

役
員
退
職
手
当
に
該
当
し
な
い
も
の
を

　

短
期
退
職
手
当
等
と
し
、収
入
金
額
か

　

ら
退
職
所
得
控
除
額
を
控
除
し
て

　

３
０
０
万
円
を
超
え
る
部
分
に
は
、退
職

　

所
得
の
計
算
の
際
に
２
分
の
「
と
す
る

　

措
置
を
適
用
し
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

令
和
４
年
分
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
子
育
て
助
成
の
非
課
税

　　

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
行
う
保
育

　

そ
の
他
の
子
育
て
に
対
す
る
助
成
に
つ

　

い
て
、非
課
税
と
し
ま
す
。

■
課
税
売
上
割
合
に
準
ず
る
割
合
の
承
認

　

申
請

　　

課
税
売
上
割
合
に
準
ず
る
割
合
の
承

　

認
申
請
に
つ
い
て
、
課
税
期
間
の
末
日

　

ま
で
に
提
出
し
て
、「
ヶ
月
以
内
で
承
認

　

を
受
け
る
こ
と
で
、提
出
し
た
課
税
期

　

間
か
ら
課
税
売
上
割
合
に
準
ず
る
割
合

　

が
利
用
で
き
ま
す
。

■
電
気
ガ
ス
供
給
施
設
利
用
権
の
範
囲

　　

調
整
対
象
固
定
資
産
で
あ
る
電
気
ガ

　

ス
供
給
施
設
利
用
権
の
範
囲
に
、
電
気

　

事
業
法
の
配
電
業
者
に
対
し
て
電
気
供

　

給
施
設
を
設
け
る
た
め
に
要
す
る
費
用

　

を
負
担
し
て
、電
気
供
給
施
設
を
利
用

　

し
て
電
気
の
供
給
を
受
け
る
権
利
が
加

　

え
ら
れ
ま
す
。

■
産
後
ケ
ア
事
業
は
非
課
税

　　

母
子
健
康
法
の
改
正
に
よ
り
創
設
さ

　

れ
る
産
後
ケ
ア
事
業
は
、社
会
福
祉
事

　

業
に
類
す
る
も
の
と
し
て
非
課
税
と
な

　

り
ま
す
。

１
節
万
円
以
下
の
国
際
郵
便
に
よ
る
輸
出

　　

船
万
円
以
下
の
国
際
郵
便
で
輸
出
を

し
た
場
合
に
、輸
出
免
税
の
適
用
を
受

け
る
た
め
に
は
、
輸
出
し
た
こ
と
を
証

明
す
る
書
類
と
し
て
、日
本
郵
便
株
式

会
社
よ
り
交
付
を
受
け
た
郵
便
物
の
引

受
証
及
び
発
送
伝
票
の
控
え
の
保
存
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
令
和
３
年
ｍ
月
「

日
以
後
に
行
わ
れ
る
資
産
の
譲
渡
等
に

つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

宅↓リフ卵
眺

バ
羽

跡
醐

省

消
「，５００万円

僻【碑嚢ヰ
翻

省
消 伽

（Ｕ「コ

　　

’

宅住

職

の

　

質

外

率

以

税

記

費

上

消 堀Ｕ^
（Ｕ
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下

主

鋤
の
船

外

率

以

税
記
費

上

消
ハＵハＵｒ
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■
国
際
金
融
都
市
に
向
け
た
税
制
上
の

措
置

　

国
内
に
短
期
的
に
居
住
す
る
在
留

資
格
を
有
す
る
者
、国
外
に
居
住
す
る

外
国
人
等
が
、
相
続
開
始
の
時
又
は
贈

与
の
時
に
お
い
て
国
内
に
居
住
す
る
在

留
資
格
を
有
す
る
者
か
ら
、相
続
・贈
与

に
よ
り
取
得
す
る
国
外
財
産
に
は
相
続

税
又
は
贈
与
税
を
課
さ
な
い
こ
と
と
し

ま
す
。

■
住
宅
取
得
資
金
の
贈
与

　

直
系
尊
属
か
ら
住
宅
取
得
資
金
の
贈

与
を
受
け
た
場
合
の
非
課
税
措
置
に
つ

い
て
、令
和
３
年
４
月
「
日
か
ら
令
和
３

年
１２
月
３１
日
ま
で
に
契
約
し
た
場
合
は
、

現
行
と
同
額
で
据
え
置
か
れ
ま
す
。

　　

受
贈
者
が
贈
与
を
受
け
た
年
の
合
計

　

所
得
金
額
が
「
０
０
０
万
円
以
下
の
場

　

合
に
は
、面
積
要
件
が
緩
和
さ
れ
４０
ｍ
以

　

上
と
な
り
ま
す
。

■
教
育
資
金
の
一括
贈
与
制
度

　　

教
育
資
金
の
一括
贈
与
に
つ
い
て
、贈

　

与
者
死
亡
時
に
残
額
が
あ
る
場
合
に
、

　

相
続
税
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

　

受
贈
者
が
、①

２３
歳
未
満
で
あ
る
場
合
、

　

②
学
校
等
に
在
学
し
て
い
る
場
合
、③

　

教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
対
象
と
な
る

　

教
育
訓
練
を
受
講
し
て
い
る
場
合
は
、

　

相
続
税
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　　

な
お
、受
贈
者
が
孫
・ひ
孫
の
場
合
は

　

２
割
加
算
の
対
象
と
さ
れ
ま
す
。

■
結
婚
・子
育
て
資
金
の
一括
贈
与
制
度

　

受
贈
者
が
孫
・ひ
孫
の
場
合
に
２
割

　

加
算
の
対
象
と
し
ま
す
。
受
贈
者
の
年

　

齢
制
限
は
、

２０
歳
以
上
か
ら
１８
歳
以
上

　

に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

－

　　

そ
の
他

　　

－

■
税
務
関
係
書
類
の
押
印
義
務
の
見
直
し

　　

納
税
者
の
押
印
が
必
要
と
さ
れ
て
き

　

た
税
務
関
係
書
類
に
つ
い
て
、基
本
的

　

に
押
印
不
要
と
な
り
ま
す
。押
印
が
必

　

要
な
も
の
は
、①
担
保
提
供
関
係
書
類

　

及
び
物
納
手
続
関
係
書
類
で
、実
印
の

　

押
印
と
印
鑑
証
明
書
の
添
付
を
求
め
て

　

い
る
書
類
、②
相
続
税
及
び
贈
与
税
の

　

特
例
で
、財
産
の
分
割
協
議
に
関
す
る

　

書
類
だ
け
と
な
り
ま
す
。

■
電
磁
的
記
録
等
に
よ
る
保
存
制
度
の
見

　

直
し

　　

承
認
制
度
を
廃
止
し
て
、
正
規
の
簿

　

記
の
原
則
に
従
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
れ

　

ば
紙
へ
の
印
刷
は
不
要
で
、電
子
デ
ー
タ

　

の
ま
ま
保
管
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り

　

ま
す
。
令
和
４
年
１
月
１
日
以
後
の
関

　

係
帳
簿
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

訂
正
等
履
歴
要
件
及
び
相
互
関
連

性
要
件
な
ど
、
従
来
の
要
件
を
満
た
す

優
良
な
電
磁
的
記
録
等
の
保
存
を
行
う

旨
の
届
出
を
提
出
す
る
こ
と
で
、過
少

申
告
加
算
税
が
５
％
軽
減
さ
れ
ま
す
。

令
和
４
年
１
月
１
日
以
後
に
申
告
期
限

が
到
来
す
る
も
の
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
ス
キ
ャ
ナ
保
存
制
度

　

承
認
制
度
を
廃
止
し
て
、要
件
が
大

幅
に
緩
和
さ
れ
ま
す
。
会
計
シ
ス
テ
ム

に
お
い
て
訂
正
削
除
履
歴
が
残
る
場
合

は
、
タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
も
不
要
と
な
り
、

２
ヶ
月
以
内
に
入
力
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
ま
す
。
書
類
へ
の
自
署
、相
互
け
ん

制
な
ど
の
適
正
事
務
処
理
要
件
な
ど

も
廃
止
さ
れ
ま
す
。
令
和
４
年
１
月
１

日
以
後
に
保
存
す
る
書
類
に
適
用
さ
れ

ま
す
。

■
固
定
資
産
税

　

令
和
３
年
度
は
、
固
定
資
産
税
の
評

価
替
え
の
年
と
な
り
ま
す
が
、土
地
に

つ
い
て
、
固
定
資
産
税
の
税
額
が
増
加

す
る
場
合
に
は
、前
年
度
の
税
額
に
据

え
置
く
特
別
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
ま
す
。

な
お
、評
価
額
が
下
が
っ
た
場
合
は
、通

常
通
り
減
額
と
な
り
ま
す
。
コ
□
ナ
禍

に
よ
る
対
応
と
な
り
ま
す
。

．

　　　　　　　

法人会は東京都の 「地球温暖化対策報告書制度」 を推進しています

東
京
法
人
会
連
合
会

相
続
税
・贈
与
税

☆
記
事
内
容
に
つ
い
て
の
お
問
合
せ
は
１
・

丁
５
Ｋ
税
理
士
法
人

　

税
理
士

　

飯
田
聡
一郎

　　　　

　　　　

　

花
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３
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し
た
講
演
が
あ

　　

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の

　　　

　

　　　、
ー

　

－

　

－

　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　
轟艶福灘圏

　　　　

申告納税はネットが便利－

　　　　　憎
　
　

り
、
出
席
で
き

　

観
点
か
ら
中
止
と
し
た
た
め
、
そ
の
予

　　　　

鵡

（
ｉ

な
い
各
会
青
年

　

算
を
活
用
し
確
定
申
告
期
冒
頭
に
都
内

　　　　　

」
や
亀
裂

　

誓
‐

　　

１
１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　

　　

　

　

　　

　
　

部
会
員
に
向
け

　

６
か
所
の
街
頭
ビ
ジ
ョ
ン
で
法
人
会
と

　　

－

　

ー

　

▲

　　

．
は

　　　

‐１

東
法
連
青
年
部
会
連
絡
協
議
会

自分のカラ ダと“がん”のこと、 ちょっとだけ考えてみませんか？

熱心に講演を聴く参加者

　

ｒ第議

　　

ＬＬ

　

　

　 　　　　　

　　 　　 　　

　
　

臥
獅
日
、
全
体
連
絡

　

虚
［一針
湖
．」

・
，謄

ブ
配
信
で
は
、

会
議
を
、
新
宿

　

ｍ

　

，
，だ

　

、

鞭
回
線
の
不
具
合

の
ハ
イ
ア
ッ
ト

ノ
ー
ドン
エ
ン
シ

ハ

　

州
に
よ
り
講
演
内

，

ー葡
容
の
一部
が
聞

ー
東
京
で
開
催

　

ド

　

き
Ｌ」兵
十一
ド
ナ

ー＝

　　　　　　　　　　　　　

ユ
ー

　

こ
え

な
く

な

っ

し
た
。
本
来
は

　

た
た
め
、
リ
モ
ー
ト
参
加
者
に
対
し
、

各
会
の
青
年
部

　

後
日
、
講
演
内
容
を
配
信
し
た
。

会
員
も
出
席
予
定
で
あ
っ
た
が
、
コ
ロ

ナ
に
よ
る
緊
急
事
態
宣
言
下
に
あ
り
、

正
副
会
長
、
相
談
役
、
顧
問
の
み
の
出

東鷲建ニューズ ２０２１年（令和３年）２・３月号

都
内
６
か
所
の
街
頭
ビ
ジ
ョ
ン
で

法
人
会
と
ｅ
ー
Ｔ
ａ
×
を
Ｐ
Ｒ

席
と
な

っ
た
。

　　　　　　　　　　　　

東
法
連
青
連
協
で
は
、
例
年

「税
を

　

会
議
は
、
遠
藤
正
幸
青
連
協
会
長

　

考
え
る
週
間
」
に
行
っ
て
い
た

「東
京

（荒
川
法
人
会
理
事
）、
高
橋
利
充
青

　

横
断
法
人
会
税
務
広
報
活
動
」
を
新
型

年
部
会
担
当
副
会
長

（練
馬
西
法
人
会

街頭ビジョン広告

⑥錦糸町，駅南口
「錦糸町楽天地ビジョン」

令和３年２月１３日（土）～２月１９日（金）
実施場所
①新橋駅ＳＬ広場横

　

「新橋ＦＡＲＯシティビジョン」

②御徒町多慶屋本店

　

「多慶屋御徒町ビジョン」

会
長
）
の
あ

い
さ

つ
で
開
会
し
た
。

　　　　　

徐

　　　　　　　　　　　

州

　　　　　

続

ぃ
て
・

ソ

鯛

　　　　　　

Ｊ

　　

棚

　　　　　　　　　　

告

　　

１

　　　

」

　　　　　

ン

ウ
ル
オ
リ
ン
ピ

ツ
ク
金
メ
ダ
リ

　　　　　　　　　　　　　　　　　
＼オフ スや自宅でラクラク電子納税 ／

○ダイレクト納付が可能
事前に登録した金融機関□座から指定した期日に税額を引き落とすことができる納付方法です。

　

※引き続きインターネット・モバイルバンキング、ＡＴＭからも納付できます。

０全国の自治体に電子納付可能

　

・一度の操作で複数の自治体に一括納付できるようになります。

　

・東京都の公金収納取扱金融機関等以外からも納付できるようになります。

　　　

：＝

　

…

　

′

　

－－

　

銀行に行く手間も時間もなくなり、他の仕事が捗ります！

　

全国の自治体に一括で納付できるのも便利です！

　

※ご不明な点は下記をご確認ください。　　　　　　　 　　 　 　　　

○法人事業税・法人都民税

　

特別法人事業税／地方法人特別税
○事業所税
○個人住民税（特別徴収分、退職所得分）

地方税ポータルシステム（ｅＬＴＡＸ）を利用して、
インターネット上で納付できるサービスです。
令和元年１０月から地方税共通納税システムが
稼働し、さらに便利になりました。


